
小田原市都市計画審議会委員の募集について 

 

小田原市都市計画審議会は、都市計画法（昭和 43年法律第 100 号）第 77条の２

第１項の規定に基づき設置されるもので、主に本市の都市計画や景観について審議

する機関です。今回、この審議会委員を市民の皆さんから募集いたします。 

具体的な役割は、審議会に出席して、本市や神奈川県で決定する都市計画等に 

ついて、市民目線で意見を述べていただくものです。 

応募される方は、応募申込書及び小論文（テーマ「暮らしやすく魅力ある都市づ

くりについて」）を記入の上、次の「７ 応募方法」によりご提出ください。 

 

 

１ 応募資格  (1) 市内在住の 18歳以上 70歳未満（再任の場合は 75歳未満）

のかた 

(2) 平日昼間の会議に出席できるかた 

２ 募集人数  ２名程度 

３ 任  期  令和８年（2026 年）４月１日（水）から令和 10年（2028 年）

３月 31日（金）まで 

４ 報  酬  会議１回につき 10,000 円 

５ 開催回数  年４回程度（平日昼間・約２時間） 

６ 応募期間  令和８年（2026 年）１月 13日（火）から同年２月 13日（金）

まで 

７ 応募方法  応募申込書及び小論文（1200 字程度）を記入の上、平日８時

30分から 17時 00 分までの間に、都市政策課（市役所６階 黄

廊下）へ直接提出してください。 

８ 選考方法  書類選考 

９ 結果通知  応募者全員に結果を通知します。 

 
 
 

問い合わせ 都市政策課 都市政策係（電話：0465-33-1251） 


